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療養生活の中での幸い症状の緩和の分析③
対応された症状についての改善度合い(ロニ512)
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療養生活の中での幸い症状の緩和の分析④
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治療をやり尽くした後の過ごし方への患者のニーズは多様
●在宅や主治医の継続への希望は施設間で大きな差がありそう
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療養生活の中での幸い症状の緩和の分析④‐1
積極的な治療をやり尽くした後に望まれるであろう過ごし方の選択理由

●“家族に迷惑をかけてしまうのは本当に心苦しいが、最後まで自分が自分らしくいられる環境にい
たい。"(乳がん、2002年 、50代女性)

●“自宅で過ごせる事が一番。心身ともに負荷にならないと思うから。"(1率臓がん、2010年 、60代女
性 )

●“痛みや症状の緩和が可能であれば家族の声を聴きながら過ごしたい、ただ、家族の負担を考え
ると言い出せないかも"(胃 がん,2009年、40歳未満女性)

●“介護側は大変だが、思い出のつまつた我が家が一番の薬"(卵巣がん、2010年、40歳未満女性)

●“家をあけるのはやっぱり不安で不便。近くの医者でいいと思う"(子宮がん、2010年、40歳未満女
性 )

●“家族や周囲の人に自らのメッセージ残すことができるから。身辺整理ができる"(子宮頸がん:

2010年、50代女性 )

●“費用がかかるので自宅"(肺がん、2010年、60代男性 )

●“自宅が一番落ち着く、家族や友人が見守つてくれる環境が最後まで自分らし<生きられそうと思う"

(亭Lがん、2009年 、40代女性)

●“病院にいると安心だが、苦痛のない時はいつもの生活をしながらゆつくり暮らしたい"(浮しがん、
'

2010年、40代女性)

●“長年の病院で安心感があるから。"(食道がん、2002年、60代男性 )

●“病状の経過をよ〈承知をされているから"(胃がん、2010年 、80歳 以上男性)

●“入院通院している病院が比較的近距離だから"(肺がん、2007年t60代男性 )

●“専門 (がん)なので、主治医の方が安心と思うから"(胃 がん、2010ん年、70代女性)

●“手Lがんはかなり長い期間を要するので、全てをまかせられる主治医のもとがよい"(手しがん12010
年、40代女性 )

●
“主治医だと責任を持つて指導して下さるような気がするので、いいやすい"(子宮がん、2010年、

じ糖
性)

療養生活の中での幸い症状の緩和の分析④‐2
積極的な治療をやり尽くした後に望まれるであろう過ごし方の選択理由

●“専門医のいる確かな病院で過ごしたいから。"(肝臓がん、2004年、60代男性 )

●“いざという時の安心感。"(手しがん、2009年、40代女性 )

●“主治医がいるから。"(手しがん、2010年、70代女性)

●“苦痛・不快は避けたい。不安症のためそばに対応できる医師がいてほしぃ"(膀眺がん、2005年、
50代女性)

●“通院、入院で検査したデータがあるので安心"(食道がん、2010年、60代男性 )

●“治療してもらつた先生を信頼しているから"(肺がん、2009年、70代男性 )

●“誰にも負担かけたくないから。"(手Lがん、2009年、50代女性)

●“本来、自宅で過ごしたいが家族の負担が大きく、むりである。"(大腸がん、2010年、60代男性)

●“一、般病院はレベルに差がある。(DttNs)安 心して処置してもらえる専門施設でみてほしい"(子宮
頸がん、2010年 、40代女性)

●“ケア専門の先生が一番信頼できる。家族に心配かけなし`ですむ"(大腸がん、2005年 、80歳以上
女性 )

●“ゆつくりと痛み少なく最後を過ごしたいと考えている"(手しがん、2008年 、40代女性 )

●“周りの親族・友人に出来るだけ迷惑かけたくないから"(大腸がん、2007年 、40代男性 )

●“周囲を気にせずのんびりと過ごしたいから。周りの人に迷惑かけたくないから。"(甲 状腺がん、
2010年、40歳未満女性 )

●“自宅が狭くて環境が悪いと家族に負担をかけるので、ケア専門の施設で過ごす方が良い"(乳が
ん、2010年 、40代女性)

●“医療費を払えるならケア専門で過ごす事になる"(前立腺がん、2010年、60代男性)

●“子供が居ない為、妻に負担をかけたくないから"(肝臓がん、1990年、60代男性)

ボ_i●“近隣の医師では対応能力がない"(胃 がん、2006年 、60代男性)

自宅派

主治医

継続派

同じ

病院の

緩和

専門医派

幣震禾日興早Fヨ

施設派

おれんじの会 -34-



療養生活の中での幸い症状の緩和の分析⑤
在宅緩和ケアのできる近医の存在(n=512)

在宅対応できる近医に対しての知識はまだまだのレベル

おれんじめ会

療養生活の中での辛い症状の緩和の分析⑥

6齢π鷹 -35-



療養生活の中で
良かつた甲嬉しかつたと感じた出来事

n=228、 自由記述内容を層別化

“人間的に成長した。病

気を通して色々経験出
来た。"

“治療が少しづつ
良好な方向に向
いていると思われ
るので少し希望を
もつている"

●“初めに最良の治療方法等について専門的なアドバイスを受けたかつた"

●“日本に認可されてない薬品 (アメリカで毎日使用していた)を送つてもらわなくてはいけない(高額送料)"

●“外科で手術、リンパに再発が見つかつた時の外科Drの説明が冷たく、内科に投げられたと感じ辛かった。外来
の定期受診で症状の経過のみでなかなか相談できない。"

●“主治医の指示がないのに看護師から転院の話された。県外からこの病院を希望してきたのにとても債りを感じ
た"

●“病棟の科によつて担当先生方が患者の様子を見に来られる頻度が違う。"

●“診断された病院と現在の病院とでは、あまりにも診断結果が違ってた事"

●“看護師で問いに答えない人がいる。また同じミスで患者に何度も痛い思いをさせた。"

●“手術後の:CUからの移動、車いすだったがつらかった"

●“看護師に症状を言うたら、医師の相談もなしに病名をつけられ、しかも間違い、不安感もった。無責任な言動"

●“メール等で通院入院予約の確認をPC.携帯からできるようにすべき"

●“手術の結果を何も聞かされてない事"

●“治療方法の中で、もっと食事療法などの実践的な事を勉強する場がほしい。"

●“便尿・血液等の検査の結果を知らせてくれない。病室をあまり選べない事"

●“痛みで不安な時、電話したが、ベッドの空きがない為、すぐ病院で診てもらう事ができず、更に不安に日々を
送つた"

●
“自身の親がなかなか自分の状況を理解しようと眈 かつた事"

●“手術後、体調悪いのに、退院決定。リンパ液が相当多かつた為、退院後、何度も液を抜きに来院する必要が
あった。"

●“介護を必要とする老人は点滴治療以外は通院にしてほしい。空きベットを待つている多くの人、看護師の介護

人生観の変化
4%

家族との触れ

合い、支え

5%

“体をふいたり発熱時に

水枕を持つてきたり快
適に過ごす事ができて
よかつた。"

症状の改善、日常

生活へのカムパッ

ク

6%

具体的なリクエス

トや症状変化への

対応

6%
がん患者同士の

触れ合い、支え
12%

PヽOi人
=:、

■■詢 メート

おれんじの会

療養生活の中で
不満や疑間に感じた出来事

嗜 護師の掛け声でとても元気
が出る。主治医は毎日来てく
れ、とても安心した"

“入院中、主治医がよく病室に

来てくれた。話を聞いてくれた。
外来看饉師がOP当 日、顔を
見に来てくれ励ましてくれた'

“医師・看護師が誡意をもつて

手術前後の説明をしてくれ、
不安が解消。看護師、毎日担
当かわるがt満足"

“看護師によく声をかけられた"

“同室の先輩方にいるいろFInくことができた。メル友あなつて
励ましあうことで、苦しい時、助けられた"

“同じ病気の人と話して不安な所をわかちあえた。"

“よく話ができるガン友ができた。"

不満や疑間は非常に多様で類型化しづらい
●記述数自体は肯定的な出来事の3分の1(n=76)と少ない

おれんじの会



病院・医師への総合評価
“あなたが、現在受診している病院・主治医は、あなたが大切にしている人'が

同じ病気にかからたとしたら安心して勧められる病院じ主治医ですか?(n=512)

がん医療についての意見甲希望

・医療従事者(医師・看護師)Jま不足している
ように思われる。現場ではかなり忙しそう。少
し余裕をもって患者さんに接することができる
よう1こ予算等を増やしてほしい。'

もあるが、収入がな な
り医療費が増え社 大変。負担が少して
も減ればと思う。"

リン治療費は他の疾病より医療費が
非常に高い・

“医療費を何とかしてほしい"

“かつらなど、保険がきくようにしてほしい。
月の市医療費を半分にしてはしい"

“がん検診の促推。自由業の方、特Iご

“定期検診を積務化t無料化。もっ
と早期発見てきるはず"

“子富頸がんワクチンの無料化"

“身体に負担がかからない抗
がん剤があれば良しず

・アメリカで治療に使用していた

薬品で日本では認可されていな
いものがあったので、国つた。・

“職を退職させられ、後の生活が難しい。
時間対応など働く意思のある者をバック
アウプしてもらいたい。"

“ガンになつても普通に過ごせる様な社
会になればいいと思う。障害者は雇用さ
れると会社はプラスに、病気の人は雇用
するとメリットがないような感じを受ける"

就彙機構、収入減

C)ざ五万けの会



最後に

療養生活に関する不安や負担で、金銭的な部分での不安・負担が予想以上に大
きい。今後、高額な分子標的薬が増加することを考慮すると、この面でのサポート
ヘのニーズは更に高まることが予想される。就業の確保や医療費の補助など、県
としても検討課題となる。

相談支援センターの活用度合いの低さ(1割未満)が目立った。施設毎のデニタを
見ても、周知の度合いによるものではない。相談内容が費用的な話が大半である
こと、患者同士との会話はかなり役に立っていることを考えると、患者同士の相談
ができるような場所を施設の外に設置するという打ち手が考えられる。

今回の調査は、がん対策推進計画の進捗を可視化するために、都道府県レベル
としては全国で初めての大規模な患者調査となつた。県の条例制定から間もない
事を考えると、今回の調査はあくまでも「スタート地点」の姿を可視化したものであ
る。本調査を活かしていくためにも、今後必要な打ち手を設定し、継続して患者経
験を可視化して効果をモニタリングしていくことが重要と考えられる

選夢港離 の会

-38-



前川委員・三好委員目安岡委員提出資料

がん診療連携拠点病院

「がん相談支援センター」調査報告書

厚生労働省がん対策推進協議会

患者委員有志



がん相談支援センター訪問調査結果のまとめ

■現状について

1)環境設備
。訪間のアポイントメントをとるときに、窓口がどこなのかわからない医療機関があった。
・ゆっくり見まわさなければ、相談支援センターの看板や場所を見つけることができない。
・医療相談でまとめられてがん相談センター窓口の掲示がない医療機関もある。
・相談室が2階や事務室の中にある病院もあり、患者にとってわかりにくい場所もあつた。
・拠点病院の役割掲示をしている病院が少なく、患者に拠点病院の意味が伝わっていない。

2)相談体制/内容

・各医療機関によって、相談員の職種がさまざまで、拠点病院によって相談内容が違つて

くる可能性がある。ソーシャルヮニヵ―がいないところもあり社会保障や経済的保障な

どの相談が不十分なところもある。
。相談支援センターと地域連携室の境目がないところが多く、業務も兼任となっている。
しかし同じ部屋にあることで、連携がはかれるというメリットがあるという声もあった。

・相談支援センター内の人間関係が良いと感じる病院が多かづた。
・相談員が一人だけのところもある。

7患者会が少ない県は、病院と患者会の連携は困難だが、充実している県もあり
｀
ばらつきが

あるが、院内の患者サロンも徐々に増えている。
・相談支援センターと緩和ケアチームの連携が充実している拠点病院もある。
・病院の不満などを、県外の「相談センター」へ電話するケースもある。
二班辞臣は、

~院
内人はデラフの褐示て院外天ぼボ=西ぺこジに掲載2い テ医療機関が多くて

~

病院職員 (看護師など)への周知は、あまり出来ていない。

3)評価方法
0相談内容は、医療面。精神面 ,経済・退院後のことなど多岐にわたり、相談をした患者が、

満足したかどうかは不明。

・相談支援の評価はなかなか難しいため、客観的な満足度調査などがあると良い。

4)相談員の実態
◆相談員研修が終わって現場に戻った後の継続的な研修制度がないため、各相談員は学びの

場を求めている。都道府県の拠点病院が実施を促してほしいという声が多い。
・拠点病院の地域連携室と相談支援センターの会議を開催しているため、連携がとりやすく

なつたところもある。

-1-



■早急に改善すべき点

・「相談支援センター」の掲示は、大きく分か りやす くする。

・誰に聞いてもわかるよう、相談支援センターの窓 画を 1本化する:

・院内のスタッフヘ(相談支援センターを周知徹底する。

・ホームページの トップページに相談支援センタニについて掲載する。

・スタッフの質 の向上のための継続的な研修会の充実と、各都道府県での研修会の開催。

・相談員にソー シャル ワーカーがいないところは早急に人員配置を行 うこと。

・地域の住民等 (院外)に 「相談支援センター」の広報を積極的にしていく。
。今後の指定要件の見直 しをする際にはt患者の声を取 り入れた実用性のある要件 とする。

■考察

患者 目線での相談支援センターの訪問調査は有意義なものとなった。指定要件を満たして

運営 しているはずの相談支援センターであるが、実際に訪問してみると、まだまだ患者や家

族のとつて使い勝手の良いものにはなってお らず、指定要件だけでは測れない現状があり、

改善の余地が多々あることが分かつた。

現状を調査す ると、相談員 も人員が不足 している環境でも日頃の相談業務に熱心に取 り組

む姿勢を見ることができた。また、その役割にあった人員配置や環境設備を早急に整備する

ことが必要であると感 じた。

院内や院外への広報不足も浮き彫 りとなったため、地域に根差 した相談支援センターとな

るためには、積極的な広報を進めるべきである。また、現在の指定要件では、相談の質の評

価などは難 しいため、患者や家族を対象 とした「満足度調査」の実施や、患者 目線での訪問

調査を継続すべきである。

相談支援センタ‐は、重要項 目である『治療の初期段階からの緩和ケア』の一分野を担い、

患者や家族にとつて不安や悩みを解消できる場所であ り、『がん診療連携拠′点病院』の相談

支援の柱である:がん患者や家族が安心 して相談できる、質の高い相談支援センターになる

ように、指定要件の見直 し、現状の早急な改善を望む。

患者や家族の中で、拠点病院や医師に対 しての不平や不満があるが、それ らを解決する

ためには、既存の拠点病院内の「相談支援センター」に加えて、拠点病院に対 して評価、指

導ができる第 3機関を設置すべきである。
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平成 23年

委員

委員

委員

1月 28日

前川 育

三好 綾

安岡佑莉子

がん対策推進協議会 御中

がん相談支援センタこ現状調査報告について

がん対策推進協議会患者委員有志は、がん診療導携拠点病院「がん相談支援センター」の
一部を訪問調査いたしました。その結果を以下の通りご報告いたします。

記

1. 調査にあたっての経緯

現在、がん対策推進協議会ではがん対策基本計画の次期計画の策定に向け、協議中で

ある。平成 22年 12月 10日 開催の協議会にて集中審議 「がん診療連携拠点病院」
が実施 され、その中で前り|1委員が「患者 目線で拠点病院を訪問調査 してはどうか」 と

いう意見を出した。拠点病院の指定要件であり、がん患者や家族が悩みや迷いが生じ
るときに重要な役割を担う「相談支援センタT」 に調査を絞り、患者委員有志で実施
するはこびとなった。

2.  調査 目的

相談支援センターの相談体制や環境設備、相談員の実態等について訪問調査を実施
することで改善につなげ、がん対策推進計画の次期見直しに反映させることを目的と~~す

るτ

3. 調査方法等

・がん対策協議会患者委員の有志等が、がん診療拠点病院を訪問し、聞き取 り調査を

実施

0訪間期間 :平成 22年 12月 ～平成 23年 1月

・訪問病院数 :8県、34病院

3,調査結果  別紙のとおり

①相談支援センター調査内容一覧         1枚
②各都道府県相談支援センター調査票 各都道府県 8枚
③相談支援センター調査結果のまとめ       1枚
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センター ……輩(N01

調査内容 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 広島県 ′山口県 鹿児島県 沖縄県 合計

調査責任者 (※調査は患者会に依頼 して実施 ) ※安岡 ※安岡 ※安岡 安 岡 前川 前川 三 好 ※三好

訪問した病院数 5//5 4/4 4/7 2//3 2//11 7/7 7/7 3/3 34//47

玄関にかん診療連携拠点病院の掲示がある
0/5 1//4 4//4 2//2 1//2 7ノ/7 7/7 0/3 22//34

がん診療連携拠点病院の役割についての掲示がある 0/5 0//4 2/4 0//2 1//2 2//7 2/7 1/3 8/34

受付に行 くまでに、見えやすいところに 「相談支援セ
ンター」の掲示がある

4/5 3//4 4/4 1//2 1//2 7ノ/7 5/7 2/3 27ノ/34

「相談支援センター」の役割にういて、分か りやす く
書いた掲示がある

0/5 3//4 3//4 0//2 1//2 6//7 6/7 2/3 21//34

専属の相談員が常勤でいるか
5//5 4//4 4/4 2//2 2//2 7ノ/7 7/7 3/3 34//34

相談があつた場合にす ぐに対応できる 5/5 4/4 4/4 2′/2 2/2 7/7 7/7 3/3 34//34

相談室 を設置 してい る
5//5 3//4 4ノ/4 2//2 2//2 7//7 7/7 3/3 33//34

相談室が 2室以上ある
2//5 2//4 2ノ/4 0/2 2′/2 4/7 3/7 1/3 16ノ/34

相談を受ける部屋はプライバシーが保たれた環境にあ
る

5//5 4/4 4//4 2//2 2ノ/2 7//7 6/7 3/3 33//34

地域連携室とのはっきりとした区別がある
3ノ/5 2//4 1//4 1//2 1ノ

/2 2//7 2/7 2/3 14//34

がん患者会 との連携がある
5//5 3//4 3/4 1//2 2//2 6ノ/7 7/7 1/3 28′/34

患者同士の語 り合いの場がある
2//5 1/4 1//4 1//2 2//2 3//7 6/7 2/3 18//34

院内に向けての積極的な広報をしている
5//5 4//4 4/4 2//2 2//2 4/7 7/7 2/3 30ノ/34

院外に向けての積極的な広報をしている
5//5 4//4 3/4 2//2 2//2 5ノ/7 3/7 2/3 26//34

他の拠点病院や準拠点病院 との連携ができている
5//5 4//4 4//4 2//2 2//2 7//7 6/7 3/3 33//34

他の拠点病院や準拠点病院の相談員レベルの実務者会
議や研修会を開催している

5//5 0/イ 4 4//4 0//2 2ン/2 7//7 0/7 3/3 21′/34

※は、他患者会への依頼も含む



「●| |:1 香川県 :11 ‐:‐ |‐

してい :ホTム

サロンの

で い

できてい

い

6.その

■相談支援センタニ掲示 ■バンフレット設置

■相談室

ぽ
Ⅲ=W

義一　
　
　
“
　
一一

一　

」
・
一　
Ｌ
　
一

用
　
一〕

部
　
一，
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■徳島県

していない 団体数  団
ていない 団体数

していない

■相談支援センター掲示 ■バンフレット設置

な1'■

警骰
■相談室
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愛媛県  ■1 1 ‐

2. へ の

6.その

■相談支援センター掲示 ■バンフレット設置

■相談室
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いない

■パンフレット設置
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磯
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にパンフレッ

1国や県がもつと、がん相談支援センタこの広報をしてほしい
・隣の県からの相談が多い・瞬 の 県 か らの 相 談 か 多 い

・不安を抱えてし`る人をどうサポートするか、SWや看護師口薬剤師などとの連携が必要      ‐ .

■相談支援センター掲示 (玄関riビーに日立つ看板はなし(■バンフレット設置 (種類が少ない)

■医療情幸l室 (患者の出入りが自由)



2
i!111 山 口 」
コ
一 θ)野

Aリ i「;: 看護 日雨(4)名 、SW(3)名 、その他 (2 名 E病 師 (1) SW(1)名 、その他 (1名 )

Bリ ilLi躍 看護 87F(4)名 、SW(1)名 、医師 (1 ろ、{也 4) Fリ 看 BT(3 SW(2)名、臨床(1)名 、他
CJ 看護師 (1)名 、SW(1)名 、その他 (1 Gリ :ヽ SW(1)名
D病院 看 護 師 (1)名 Sヽ・ W(3)名 棄 仔

2.院内への広報内容
A病院 入口右手の地域連判 のボードに センターや :サロン案内を大きく案内チラシを掲示
B病院 小来にセンター 内チラシ 不し、リーフレじ卜i 卜所 | いている
Cリ していない

Dリ チラシ 内 に 示

Eリ していない

Fリ 来にセンター案 内チラシ 刀ド .

Gリ 外来にセンター案 内チラシ 示。研修会 E。 緩和ケアチームの

'3. 外 へ の l

A病院 :―ムページに |のみ
B病院 ホームページに の み

C病院 こりで て なヽい。ホ∵ムページに
D病院 ―ムページに :。 1年に1回県内の看護部長

`
で

E病院 ホームページ 支と、市広報にlj

F病院 ホームページ 載。ビンクリボンキヤンペーンを病院をあげて行い、がん相談周知の努力をした
G病院 ホームペ‐ジに 載 。

4.がん患者
:サロンの :/患者会数/連 内 :

A病院 月に2回 、月
B病院 週に2回 (火・金 、自由なくつろぎの空 熙 ミランテイアが 当 で運営 ・患者会との連携あL

C病院 なし(院内に場所がない)

D病院 な し

E病院 なし(今後も予 , :なし)

F病院 全がん対象は病院として
`

3回 、手Lがんの | :サロン ま 3回 (X・ Al本)  ・患者会との連携あ
G病院 3月 から、2ヶ月に1回程 l の 開 :してい

'

5。 他の拠点病院・準 肛J 院 との 連 ができていれば、その 蔓メ

A病院 がん相 淡支霧:センター連絡協議会 i 1年に3～ 4 運携を取り合つている
B病 がん相談支揚センター連絡協 :会 を 1年に3～ 4 運携を取り合つている
C病院 がん相 淡支揚センター連絡協 〈ム 1年に3～ 4 樋 を取り合つている
D新 がん相談 : センター運絡協議会 を1年に3～ 4 樋 を取り合つている
E病院 がノし本目炎: センター連絡協 i会 7El年に3～ 4 運携を取り合つている
F病院 がん相談支揚センター連絡 | 議会を1年に3～4 更 を取り合つている
Gリ がん相談支揚センター連絡協議 会 1年に3～4 更 を取り合つている

6.その Li
・介護認定申請をし、調査し認定結果が出るのが遅く、もう少し早く出来ないかといつも思う(亡くなられた時に特
に)

・がん相談支援センター相談員研修会が県内で開催されることを望む
口相談員の心のケア・人員確保・研修・相談支援センター全体の良い環境を望む
・相談を受けるにあたり、面接は表情や声のトーンで相談を受けやすく,電話相談のほうが難しく感じている。

■掲  示 ■パンフレット

■患者サ「 |ン■相談室



一案内チラシ

内チラシ

い。ホTムページに

らつてい

・相談員にSWを必ず置いて欲しい。 ・
・実務者会議を地域ごとに年に1回でも実施してほしい。
・相談員研修がSWと NSなど職種が違う人員が同じ研修はどうか。分けても良い気がする。
・相談内容の調査など、連絡が来てから提出締め切りまでの日程が短すぎる

■相談支援センター掲示 ■バンフレット設置

軍相談室 ■患者サ「 |ン



2.院内、の広報内

一ムページ
―ムページに

・沖縄県はIターンなどの県外から来た独居の方が多く、在宅や介護の手が足りないとう現状がある。
・離島ということもあり、県内で解決することが多く、県外との連携があまりない

■相談支援センター掲示

■相談室

多

■パンフレット設置
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広島県

平成23年 1月 28日

広島県 健康福祉局 医療政策課

広島県の目指すがん医療体制

宇津宮参考人提出資料

のがん医療体制

福 山 市 民 瘤 鵬

福山■薇センター

中 口 中 央 痢 腱

●

|

■ ● ● ● ● ●■ ● 口 ■ ● ● ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ●
●

■

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

■

●

●

●
●.........● ■ ●● ●■●●●● 8● 口■ ●■ ■●■● ●●●● ●●●● ■●●● ●●

'

長■燎センター
員 共 済 病 院

がん治薇を行う病院 0鰺療所

―
i―



【国指定】がん
｀
診療連携拠点病院

広島圏域 の4病院

ネットワァク響がんヤンタT
口地域拠点病院等との連携 '
・高度専門治療の提供
・分野別専門研修

二次保健医療圏 :7圏域

拠 点 病 院 数 :11施設

【県指定】がん診療連携拠点病院
～平成22年 3月 創設,11月 4病院指定～

Dl        l

襲卜||1核的■割11を担う9

☆指定要件 :診療機能等は国制度に準拠

期
待
さ
れ
る
効
果

専門医や専門技師等の配置
放射線治療装置の整備
緩和ケアの提供 等

早期診断等に関する研修 ,

合同カンフアレンス開催 :

地域連携パス整備等

院内がん登録等の実施
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広島県わがん診療
‐  二次保健 医療田域名

O 目指定がん診療連携拠点病院 :11施設

●  県指定がん診療連携拠点病院 :4施設

一連

′広島県独自のがん医療ネットヮ:■ク
ー定の基準に基づく医療施設等が連携した部位別の医療ネットワークの構築

県立広島病院

●

・

・

・

・

・

・

・

・

口

■

●

●

■

口

●

●

■

●

●

●

■

●

ｌ

■

■口●■●■ロロ●●●●■●●口●●ロ０
　
　
　
「
―
―
―
コ

呉 共 済 病 院

JA尾道 総合病院

福 山 市 民 病院
福山医療センター

中 国 中 央 病 院

が ん 検 診 機 関 がん治療を行う病院・診療所
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「広島乳がん医療ネットワーク」の構成
」

○乳房温存手術,センチネルリンパ節生検を実施
○緩和ケアチームを配置し,治療初期段階から緩和ケアを実施
0日 本乳癌学会乳腺認定医以上の有資格医師が常駐
(専門医 :5年以内に整備できる施設は暫定的に認める)

○院内がん登録,地域がん登録を実施
○相談支援,情報発信,家族の交流支援等を実施

lO乳腺外来を実施または1年以内に設置 など       |

|※ 以下の各機能を担う施設の基準を定めている          |

|‡格覆電轟選η鰻曇愛ξ
術後リハビリテーション,   |

がん診療連携拠点病院の今後の課題

■ 医療水準の向上と均てん化の確保

地域の実情に応じた柔軟な指定制度の実現

■がん医療を推進するための効率的な拠点病院のあり方

高額機器1整備要件の緩和:人材育成機能の検討

■ 患者の不安を解消するための5大がん以外の対応
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がん診療連携拠点病院に関する調査結果

H23.1.28

【調査の概要 】

全国衛生部長会の会員都道府県に対し,1月 17日 に調査票を送付。

回答があった41都道府県について集計した (意見等は主なものを抜粋)。

【結果の概要 】

1 都道府県独自の拠点病院指定制度

① 制度の有無

区分 都道府県数

制度あり 24

制度なし 17

② 制度がある場合の指定要件 (20都道府県)

区 分 都道府県数 備 考

国制度に同じ 7

国制度に地域性を加味し一部変更 16 ※ 1

その他 ※ 2

※ 1 例 )

・ 放射線治療等,一部の要件について緩和している

1 放射線治療機器については,木整備であつても他の医療機関から協力を得られる体制
が確保されていれば指定

。 専任医師等の人員配置など診療体制について要件を緩和し,放射線治療については,

他医療機関と連携 し提供できる場合,自 院による対応でなくても指定   .
・ 5大がんの集学的治療について,同一二次医療圏内の医療機関との連携も認めている
。 国と同様に 5大がんに対応する「総合」と特定の部位に対応する「単独」を設定

――一―――――一――※ 2-― frlj)―――一 ――――――一―――
‐― ―――

・ 拠点病院のない二次医療圏について,旧基準を満たす病院を指定

2 「地域の実情に応じた柔軟な指定制度」に向けた具体的提案
。 二次医療圏にこだわらずに拠点病院を指定可能とする (二次医療圏内に複数指定する

場合や二次医療圏数を超えて指定する場合の要件緩和又は要件の明確化)

。 全国一律に「医療圏ごとに1か所」とせず,各都道府県の医療計画におぃて整備方針

を位置づけるようにされたい  .

・ 個々の病院単位でしか指定できない基準を,地域内の複数病院間で連携し拠点病院と

同水準のがん診療を行つている病院群について指定可能とするよう見直しを図られたい

。 拠点病院空白二次医療圏に,相談センターや院内がん登録の実施など,診療連携に重

点を置いた医療機関を配置

。 拠点病院の整備が困難な二次医療圏において,外来緩和ケアを中心に在宅療養を行う
がん患者を支援する医療機関を評価する制度の創設

-5-



3 「高 要件緩和」への賛否額 機 器 整 備 (放射線治リ寮機器 )に係 る要件 緩和」

区  分 都道府県数 備 考

賛成 11

条件付で賛成 14 ※

反 対 7

どちらともいえない 9

※ 条件例 )

。 連携先医療機関が当該二次医療圏において,専門的な放射線療法を担 う医療機関であ

り,放射線療法に関する指定要件を全て充足 している場合
。 医師の診療応援等による常勤配置の解消など様々な視点があり,医療器械の共同利用

のみに限定されないこと
。

必要な治療数に関しては,検討する必要がある

4 部位別等のがん拠点指定制度

① 制度の必要性

区 分 都道府県数

指定制度は必要 7

指定制度は不要 10

どちらともいえない 24

② 必要な指定制度
。 成人のがんとは種類や予後等が大きく異なる小児がんに対応 した指定制度が必要
。 小児がん, 自由病等に係るブロック単位による指定  :
・ 子宮がん,小児がんを専門とする医療機関の指定制度
・ 症例数,集学的治療等の要件を充足する医療機関を指定
・ 粒子線治療等特定の治療に関する指定制度

5 制度設計全般への意見

① 全体
・ 都道府県の二次医療圏の現状を鑑み,二次医療圏につき 1か所の整備を基本とする考

え方は改めるべき

。 地方 と大者「市では,が ん医療を取り巻く現状や課題は大きく異なることから,そ の違

いを考慮し,地域の実情に合わせた指定が必要 と考える。地域の実情を踏まえ,拠点病

院が果たす役割や機能,拠点病院以外の地域の医療機関との役割分担等を再整理 し,今
後のがん医療提供体制の方向性を示す必要がある

。 提携元の拠点病院については細かく指定要件が定められているが,連携先については

拠点病院に準 じる病院から在宅診療所に至るまで要件が定められていない。診療の連携

を図つていくためには,連携先についても機能別に要件を指定するような制度設計が必

要ではないか

。 国はこの制度によつて,がん実態把握等,がん対策基本法により国や都道府県など行

政機関の責務 とされているものを全て拠点病院の役割としている感がある。 どの役割も

本来は行政が主体的に担 うべきであり,例えば医療圏における地域保健の拠点でもある

保健所の活用が視野にないのが疑間である。医療機関の本来的機能は最適な医療の提供

にある。質の高い医療を行えば拠点病院としての役割は十分ではないか

。 各都道府県における取組みの格差は否めないので,都道府県がん診療連携拠点病院の

リーダーシップによる都道府県全体の底上げの例等,具体的な取組み事例の情報提供を

期待する
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・ 専門医師やコメデイカルがその業務に専任できるためには,事務職の補充等も必要で
あるが,颯行の補助金対象は,事業枠が定められており,事務の人件費等は対象となら
ていない。補助金の対象を拡大することが必要ではないか

。 医療圏にかかわらず,指定要件を充足する病院についてその状況に応 じ,国指定拠点
病院として指定を認めるなどとし,更なるがん医療の均てん化を図りうる制度とすべき

。 同時に要件充足のための制度(人材・施設・運営費パッケージ)の整備も考慮して欲しい

。 拠点病院だけでなく,拠点病院以外の病院も含めたがん医療水準の向上をはかる仕組
みづくりが必要である

② 人材育成
。 例えば国立がん研究センターヘの研修が大きな役割を担っているが,例年受講希望者
が多いにも関わらず,業務都合や受講人数の制約等により受講機会が得られない場合が
往々にある。勤務地にいながらも全国等しく研修ノウハウの共有や習得の機会の拡充が
図られることが望ましい

。 国立がん研究センターが実施する研修については,拠点病院以外の都道府県指定の医
療従事者も広く受講できるように配慮願いたい

, 医師緩和ケア研修会修了者に対するインセンティブを与えるなど,研修会の参加者を
増やす取組みを講じて欲しい

。 緩和ケア,相談支援や院内がん登録については,フォローアップ研修の実施などレベ
ル ア ツプの取組が必要

・ 放射線療法,化学療法に係る医師等医療従事者や精神科医師,病理医師の不足を感じ
られることから,国全体として人材育成対策を進めていただきたい

③ 財政措置
。 相談支援業務やがん登録業務など,拠′点病院の取り組みは進んでいるが,それに伴い
人件費などの負担も大きくなっているため,がん診療連携拠点病院機能強化事業につい
て,引 き続き財源の確保と基準額の増額をお願いしたい

・ 均てん化の観′点からず拠′点病院として指定を受けた2合 1ま ,_全額国重補助 _と するべき

。 現状では,指定基準を満たす複数の医療機関が存在する都市部と,医療機関の努力だ
けでは地域住民に十分ながん医療を提供することが条件的に困難な山間過疎地域に対し,

一律の補助要件による補助制度となっているが,均てん化の観点から,国の責務として,

条件が厳しい山間過疎地域等の医療機関を重点的にサポートするような補助制度をご検
討願いたい

。 がん診療連携拠点病院機能強化事業 (がん診療連携拠′点病院ネットワ‐ク事業)で人
件費を対象経費にして欲しい (都道府県がん診療連携協議会の事務局員の人件費)

。 拠点病院と同水準のがん診療を行っている都道府県独自の拠点病院に対する助成市1度

を創設していただきたい

④ 事務手続
。 指定済の病院の現況報告は,指定更新等に関する重要な調査であることから;余裕を
持ちた取りまとめ期間が必要     ′

・ 拠点病院の関係者においては,拠点病院に係る更新等業務が相当な業務量となってい
ることから,指定要件の簡素化,調査内容の簡素化など,業務負担の軽減に向けた取組
が推進されることを期待
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■・ ::

2011年 1月 28日がん対策推進協議会

がん診療連携拠点病院
東京都の場合

がん・感染症センタニ

都立駒込病院

佐々木 常雄

がん対策推進基本計画

全ての患者・家族の安心   |
全てのがん患者・家族の苦痛の

こ軽減‐療法生活の
がん死亡者の減少

がんの

早期発見

重点的に取り組むべき事項

放射線療法・1ヒ学療法の |1治療の初期段階からの緩
推進、医療従事者の育成 II和ケアの推進

がん医療

に関する

相談支

援 情ヽ報すべての拠点病院で「放射
線療法 `外来化学療法」を実
施

すべてのがん診療に携わる
医師に緩和ケアの基本的な
研修を実施

日目がん研究



平成20年 3月

中 東京都

東京都
がん対策推進計画 基本方針

1 まず第1に予防を重視します

2高度ながん医療を総合的に展開します

3患者・家族の不安を軽減します

4がん登録とがんの研究を推進します
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東京都立駒込病院

癌研究奮有 明病院

■地域がん診療連携拠点病院 (12⇒ 14ケ所 H20⇒22年 )

東京大学医学部附属病院

順天堂大学医学部順天堂医院

日本医科大学付属病院

聖路加国際病院

NTT東 日本関東病院

昭和大学病院

日本赤十字社医療センタニ

東京女子医科大学病院

日本大学医学部附属板橋病院

帝京大学医学部附属病院

青梅市立総合病院

東京医科大学八王子医療
センター

杏林大学医学部付属病院

武蔵野赤十字病院
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東京慈恵会医科大学附属病院

国際医療福祉大学附属三田病院

東京都済生会中央病院

北里研究所病院

国家公務員共済組合連合会

虎の問病院

東邦大学医療センター大森病院

国立病院機構東京医療セン
ター

JR東京総合病院

慶応義塾大学病院

東京厚生年金病院

東京医科大学病院

順天堂大学医学部付属練馬病院

日本医科大学多摩永山病院

国立病院機構災害医療セン
ター

東京都立多摩総合医療セン
ター

公立昭和病院

診療連携拠点病院の役割

都におけるがん医療ネッ トワークの中心として、「地域がん診
療連携拠点病院」と連携 して下記のような取組を行うことによ

り、都におけるがん医療の推進を目指す。

東京都立駒込病院

都道府県がん診療連携協議会の設置

院内がん登録データの収集分析評価

力|ん専F]医等の教育

がん医療従事者の質の向上

都道府県がん診療連携拠点病院

-4-



☆
東京者|・ がん診療連携協議会

都道府県がん診療連携拠点病院 2病院

地域がん診療連携拠点病院 12⇒ 14病院o2年より)

東京都認定がん診療病院 10⇒ 16病院o2年より)

自分達の病院が、一番だ、すごい、と言つてい
るのではなく、みんなで協力して、がん医療に
立ち向かう

各病院の近くの病院、医師会、診療所とも連携

1「

(厚生労働省「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」)

葬肇護 株  留穐蓄等型層

皐諮撃碁厚‐塾?院
内がん登録のデータの分析、

都道府県においてセカンド

:=藝嫌畿

銀聾孵轟鼈    牲a

2.

3.

４

．



東京都がん診療連携協議会
20年 6月 30日 第1回会議  於 :駒込病院

最初2+12+10病 院+都医師会

まず、部会を作つ便
唯2+14+16病院+都医自市会)

■ がん登録部会
■ クリニカルパス音F会

・ 相談・情報部会
■ 研修部会

さらに 緩和ワーキングを作つた

(22年H月 、緩和ケアのあり方検討部会発足)

II.誰暮iVI
東京都がん診療連携協議会の役割 (2)

4当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院
が作成している地域連携クリティカルパスの二

覧を作成E共有すること。また、我が国に多い
カシし以タトのがノしにつ

男蓬 期 抒
携クリティカ

ルパスを整備すること

5 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病
院が実施するがん医療に携わる医師を対象と

筈等電彗名こ堺霧蓄桑
研修その他各種研修に
3こと。
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・ 5大がんの地域連携
パス作成

・ 導入手順作成
・ 普及・啓発

・ 登録精度向上策の検討
・ 院内がん登録の分析・評価
・ がん対策企画・立案

・ 質の向上策の検討
・ 情報収集・提供体制の

構築
・ 相談支援体制の構築

・ 研修計画の検討・作成
・ 緩和ケア研修の実施
・ 人材育成策企画・立案

L__三ニニニ三聾里垂奎がスの作成
. :  | | 連携促進委員会

がん登録

がん登録は、がん患者の罹患 |その他の状況を登録、分析
し、がん対策の立案、 に役立つ重要な役割を荷う

・ 院内がん登録 :各病院のがんの診断・治療を受けた全患者の
診断8治療・予後に関する情報を登録する

治療成績 等 詳しいデータであり、診療にも役立つ

地域がん登録 :対象地域の居住者に発生したすべてのがん
…を把握することにより、がんの罹患率と地域レベルの生存率を
計測する仕組み              ,
東京都はこれまで行なつていない

なぜ、東京都の女性がんで、大腸がん、肺がん拝Lがんなど
の 死亡率が他に比べて高いのか?分かっていない。
科学的にはっきりさせ、対策をはかるのに必要

公 開
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■ヽ 1■

がん登録

2007年からのデータ、駒込病院日有明病院と、地域がん診

療連携拠点病院12病院は国立がんセンターヘ登録を開
始した。    ′

2008年からのデータ、東京都認定がん診療病院は、この状
況をみて、駒込病院へ登録する

2010年、東京都がん対策推進協議会では、

駒込病院に 東京都がん登録センター (仮称)設置を決定

地域がん登録もしつかり行なう(都福祉保健局)

。予後調査に壁 :全国の拠点病院が苦慮

1■ |

がん登録

東京都は、大病院 (14大学病院本院等)、 ば

らばらで、

長年、院内がん登録、地域がん登録が出来
ることは、考えられなかった

拠点病院の制度で、地域がん登録もスタTト

できることになった

拠点病院の制度で 大きく進歩した。

みんなで協力して、がん医療に立ち向かうことになつた
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域連携クリニカル・パスの整備 ′

拠点病院と診療所との連携により、在宅でも適切な
外来化学療法や緩和ケアが提供できる体制

05大がん (肺がん・胃がん"肝がん・大腸がん口手Lがん)につい
て

・ 東京都全体での 統一フォーム

(二次医療圏とはいっても、東京の地域拠点病院は地域入り
乱れている)

院と診療所 両方で簡便化したカルテを持つ

逆紹介
病院

(節 目受診 )

地域の医療機関

在宅医療

調剤薬局

8
「
筆

訪間看護ステーション介護施設

可かあつても、病院でも、診療所でも 状況がすぐ分かる

お薬手帳
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ー

デ

2+14+16病院十国立がん研究センタフ中央病院

+都医師会

胃がん、肝がん、肺がん、大腸がん、乳がん

それぞれに 33病院から代表出ていただく

医師会からも各代表委員

各ワーキングログルニプでパスを作成

2010年4月 から 診療報酬加算

前立腺がんもスタートヘ

旬

クリティカルパス手帳

―iO―



都全体で地域連携クリティカルパスを運用するための仕組み作り

○ 平成 22年 4月 の診療報酬改定

◇ がん診療連携拠点病院 ,東京都認定がん診療病院
・それに準じる病院など

(計画策定病院)

「がん治療連携計画策定料」750点

◇ 病院・診療所など

(連携保険医療機関)

「がん治療連携指導料」300点

* あらかじめ、連携する保険医療機関のリス トを地方
厚生局長等に届け出なければならない。

地域の支援機能
(研修・相談・連携)

〔準ずる病院 〕

都
′
１
ヽ録

Ｉ
Ｊ
登

゛
ヽ肛

鰤
つ

診

＝
′
の

か

上
か
以

ｒ

ｌ

ｔ

００２月０１

■年
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次のがん対策基本計画に大切
がん治療連携計画策定料

地域の支援機能
(研修 `相談口連携)

相談・情報部会

■ 拠点病院・認定病院での計32病院/相談支援セ
ンター現状調査

国立がんセンターで研修をうけた相談員を配置

専従の看護師配置

がんに関する相談件数に差がある

お互いの情報交換

各病院での 整備状況の差  レベルアップ予算を !

ピア・カウンセリング

患者サロンロ相談時間延長の予算が付いた

-12-

がん医療を行つているこ
れらの病院をどうする

拠点鵜院・認奎
〔準ずる病院?〕

かかりつけ『
=

〔響望観誕緊璽院〕



ご
　
相

セカンドオピニオン

病院・分かりやすい、探じやすいようにしてインター
ネット等での公表

例 :肝臓がん:セカンドオピ■オンできる病院T覧

相談・支援センタニ

課題 :病院経営がきつい状況で、診療報酬に関係ない相
談"支援センターに どれだけ人を配置できるか

夜中のコールセンターは、精神状態がきつい状況にある方
があり、精神腫瘍学会の協力が必要

研 修 部 会・ 癌研有明病院担当

医療者の研修

■ 緩和ケア研修

すべてのがん診療に携わる医師が研修等により基本的
な知識を習得〔5年以内〕

2日 間、12時間以上、講義とワークショップ形式の研修

東京都・推定医師・1万人以上の医師

まず、講師となる医師を増やすための研修
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PEACE

PaHiative care Emphasis prOgram on sympto即

managOment and AsSё ssment for ContiniOus medical

Education

全国統一した研修 スライド

日本緩和医療学会が中心に作成

がん診療に

緩和ケ

まる2日 間、

ワークシヨツプ(Work+Shop)〓作業場

目標→討論・作業→成果(PrOduct)

携わる医師に対する

研修会
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東京都 ・緩和ケア研修(医師)

20年度  7回
21年度 28回

●  21年 H月  12回終了 計489人

t1  22年 H月       計1668名

;i
l ■11

・ 1講師 65名 精神腫瘍学会から協力医
110年 FH5で 1万人研修を :

i '

「
■課題 講師を増やすこと

-15-
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終了

24名



その他の医療従

医師・看護師・薬剤師・診療放射線技師の各小委員会設置

拠点病院・認定病院として 各病院で研修、公
開講座等がなされている

医師 :薬物療法口放射線治療

看護師 :がん化学療法口痛みの看護等

薬剤師 :がん化学療法における安全対策等

放射線技師 :精度管理等

医師、合同研修 (緩和ケア等 )

各 14～ 120名

がん鶉札鍵進ら醐‐森共磋轟蒜修■
相談支援センター 等、、、

これまで 大学病院とか、大きな病院が、連携して、一
緒に行なうことは、がん医療においてはありませんでし
た。

課題は多く残つていますが           一

拠点病院日認定病院は力をあわせて、がんばっています

■

■

■

■

■
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がん対策推進基本計画

4年 目         |
拠点病院の整備で

がん対策はかなり進んだ
拠点病院、認定病院は独自ではなく、都の医師会
も一緒に協力してくれている。

東京都では過去には絶対出来なかった
がん登録、連携パスなど、大きな進歩が見られる

引き続き 次の5年計画に さらなる発展を期待する

―i7-



2011年 1月 28日

拠′点病院に関する意見

山口参考人提出資料

静岡がんセンター総長 山口 建

(背景)

① 拠点病院在り方検討会(2001、 2005年)                、 ′

② 拠点病院運営検討会、拠点病院指定検討会 (2002年～
)

③ 静岡がんセンター設置、運営 (2002年～).
④ 静岡県拠点病院協議会運営 (2008年～)

⑤ 全がん協あり方委員会 (2008～2009年 )

(基本的な考え方)

① がん患者の6割は治癒し、4割は進行 。再発・転移の後、死亡する。拠′点病院は、前

者のみならず、後者についても対応せねばならない (標準治療、緩和医療)。

② 拠点病院には、医学的な治療とともに、患者 。家族の暮らしを守る活動も求められて

いる (相談支援センター)。

③ 拠点病院は、がん医療に関して地域の病病 ,病診連携の推進、行政との協働を進めな

ければならない (均てん、クリティカルパス)。

④ 拠点病院は、がん医療のデータベース構築に重要な役割を担う (院内がん登録)。

⑤ 患者 。家族にとって、拠点病院は地域における心のよりどころであり、地域によって

、 育まれる存在。

´ (現状評価

1ヽ 整備状況

全国の 348カ所の二次医療圏に対し377の拠点病院が指定された (108%)。 一方(空

白医療圏が 117カ 所存在 (充足率 66%)。 将来のがん医療水準向上のための重要なインフラ

として、標準治療と患者 。家族支援の拠点が出来た。

個々の病院のレがルについては、現状では満足できなくても、今後、質の向上 を目指

し、五大がんにういての標準治療を受けることが出来tさ らに、セカン ドオピニオン、相

談支援、緩和ケア、情報入手が可能とせねばならない。

指定に当たつて、都道府県拠点の指定、大学附属病院の扱い、一都道府県内における

二次医療圏数を超えないという基準、二次医療圏における複数指定、などの課題があり、    /
行政組織による不適切な配慮や病院間競争の影響が

.出
ている。          ・

2)診療機能について

五大がん、QOLを重視した治癒を目指す治療の達成については、現在の 377の拠点病

院が同等のレベルに達することは将来的にも不可能。現在の指定要件は満たせたとしても、

放射線治療装置、専門医などが実力を発揮できる体制まで整備されていない病院が存在す

る。特に、中小の医療圏の拠点病院にその傾向が強い。
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患者 。家族にとつて、拠点病院の存在、意義が十分に把握されているとは言えない。

多くの住民が、拠点病院は、国立がん研究センターも人口 10万人程度の二次医療圏にある

拠点病院 も同一のレベルと誤解 しているきらいがある。現在、行われている現況報告の精

度を向上 させ、国民へのわかりやすい情報提供につとめる必要がある。

3)緩和ケア並びに患者・家族支援について

緩和ケアチーム、相談支援センター機能、情報センター機能、地域医療経営拠点、院

内がん登録などが整備されたが、現時点では、満足できる状況に達していない病院が多い。

ただし、診療機能とは異なり、時間をかけ、マンパワーと研修を充実させれば、全拠点を

同等のレベルに到達させることが可能。

4)地域医療経営について

拠点病院は、がん医療における病々・病診連携の拠点として、病院医療、在宅医療と

をシーム レスに結ぶ重要な役割を果たすことが期待される。従来、病々連携が推進されて

きたが、クリティカルパス等の整備により病診連携の充実が図られる。ただ し、歩みは遅

く、何らかのインセンティブが必要。

5)院内がん登録について

院内がん登録の精度は着実に向上し、全国的ながん医療データベースの充実が図られ

ている。

(提案 )

1)拠点病院の在 り方

二次医療圏について考え方の整理が必要。その上で、全てのがんについて、QOLを重

視 した治癒を目指す治療を実施できるAク ラス拠点を人口 100万人あたり1カ所程度 (現

在の都道府県拠点と重複 )、 5大がんについて標準治療を実施できるBク ラス拠点を人口 30

万人あた り 1カ所程度(350～400カ所)、 現在空自の二次医療圏に、再発がんの治療、緩和ケ

ア、相談支援センター機能、情報センター機能、院内がん登録などを実施する Cク ラス拠

点を 1カ所程度設置 (100カ 所 )。 それぞれのクラスにういて要件定義。

2)拠点病院の質の向上

要件 を実現可能な形に修正 した上で、監査等を実施し、質の向上を図る。国民が理解

できる様式で現況を情報公開。

3)診療報酬の改善

現在の補助金制度には、都道府県の対応によって大きな差が生まれており課題が残る。

A、 Bク ラスについては診療報酬中心、Cク ラスについては補助金中心が望ましい。

4)が ん対策予算の効率的な運用、政策医療の充実

たとえば、地域医療再生予算の有効な活用についてのがん対策推進室の関与と全国ヘ

の情報提供。

(以上)
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がん診療連携拠点病院の現状と課題

山口建P,堀内智子
υ

:'静岡県立静岡がんセンター,"静岡県立静岡力Fんセンター疾病管理センター

The DeOignated Regional Cancercenters and HosPitalsin Japan:Present Status and

PrOblenls A■ vaiting Solution

Ken YAMAGUCH11), TomokO HORIUCII12)

"ShizuOka Cancer Cente■
コ
Discasc Managemcnt CentcrP Shizuoka Canccr Center

抄録 、  ~
がん診療連携拠点病院は,国民がどの地域に居住していてもレベリレの高いがん医療を受けられることを目標として,

2001年度に創設された厚生労働省の制度である.現在,全国て353の 医療機関力
'指

定を受け,活動している.その主たる

機能は,①代表的ながんについて,標準的・集学的治療やセカンドオピニオンを実践するための診療機能を有すること,

②地域のがん患者が最善の治療や緩和ケアを受けられるように,丁般病院,かかりつけ医,幕局.訪問看護ステ丁ンヨン

など医療機関や行政との連携を深めること,③地域の医療関係者に対する研修や地域住民に対する啓発活動を実践するこ

と:④相談支援センターを運営して患春・家族からの様 な々相談に対応すること,⑤国や都道府県からがん診療に関わる

情報 を集め,それを当該医療圏の医療関係者や住民に提供すること,⑥院内がん登録を実施し,がんに関する診療情報を

集積すること,などがあげられる.

現状における課題として!ま,①都道府県,二次医療圏での設置方針の妥当性,②指定要件のうちで専門職の配置を満た
すこと。③拠点病院への補助金,診療報酬上の優遇が不十分,④院内がん登録の項目の妥当性や手間,⑤地域医療連携ク
リティカルバスの意味するところが不明確,⑥緩和ケアについての地域研修実践,⑦相談支援センターの運営,などがあ
る。その解決法について,事例,私見を述べた。

キーワード: がん診療連携拠点病院,がん熾 2次医療圏,相談支援センター

h2001,the Mhistry of Healthr Welfare and Labour of■ pan framed the鋼rStem Of Deslgnated Regional Cancer centё rs

and HOspitals for the aght against cance■ deciditt onc hstindon fOr every healthcare area_Thl tOtal nlmber Ofthe cehters

and hospitals are around 350.ThereportdcscHbes thepresentsitllation andlЮ blems awaiting solutibn6fthe system.‐

ゅ οrお′ Designated Cancer Centers and hosPiね卜,■まt against cancct cancer control,padent s■pon and inquiry

|. はじめに        '  I

がん診療連携拠点病院は,国民がどの地域に居住してい

てもレベルの高いがん医療を受けられることを目標とし

て:2001年度に創設された厚生労働省の制度である。そ

の後.指定要件が厳格になり,また,2oo5年には,個々

の都道府県におぃて,都道府県拠点と二次医療圏の地域拠

点という二層構造とし,大学医学部附属病院も指定の対象

とするという変更を経ながらi全国の353の医療機関が指

定を受け,現在に至つている.全国の拠点病院の一覧は国

〒41卜8777 静岡県駿東部長泉町下長在1007

1007 Shimo呼akubO,Nagaizumi‐ ch●.Sulto‐31n.sbiZtloka.411‐8777:JaParL

IEL F 055‐ 989‐5230(直 通)FAX:055‐ 989‐5783

E‐man:に yamaguchi@scchttP

J.Nati.Inst.Public nealth1 57(1):2008
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山口建.堀内智子

表 1 カ
`ん

診療 (連携)拠点病院の成立と変遷

2001年01月

05月

07月

2002年02月

07月

H月

2003年07月

12月

2004年 12月

2005年03月

07月

2006年06月

08月

2007年01月

06月

12月

2008年03月

「メディカル・フロンティア戦口各」開始

厚生労働省「地域がん診療連携拠点病院の在り方l=関する検討会」  ｀

で拠点病院制度を検討

厚生労働省指定方針決定.二次医療圏に一カ所整備を決定.

厚生労働省「地域がん診療拠点病院の運営に関する検討会Jで 5施設を指定.

名称はJがん診療拠点病院.

15施設を指定 (合計20施設)   
・

26施設を指定 (合計4“悌D
26施設を指定 (合計72施設)

15施設を指定 (合計87施設)

45施設を指定 (合計132施 設)

厚生労働省「がん医療水準均てん化の推進に関する検討会」で都道府県拠点病院と地域拠点病院の二層構造を提案

厚生労働省「がん診療拠点病院のあり方に関する検討会Jで指定基準を見直し.4年に一度の更新制度を導入。

がん対策基本法成立

厚生労働省「がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」で都道府県拠点 5施設.地域拠点44施設を指定 (合計

179施設).名称は,がん診療連携拠点病院.          ヽ

H7施設を指定 (合計286施設)

がん対策推進基本計画閣議決定

厚生労働省「がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」において2008年 度以降の指定基準について議論

65施設を指定 (合計35】施設).見なし指定の日立がんセンター 2病院を合わせ総計は353病院となる.

立 がんセ ンターのホームベージで確認す ることがで き

る
!).本

稿では,がん診療連携拠点病院の基本理念,成立

の過程,現状と課題,そ して,がん医療における地域医療

連携の中で,かか りつけ医から見た拠点病院の意義などに

ついて述べてみたい。

‖.がん診療 (連携)拠点病院制度の基本理念

拠点病院制度の基本理念や運営方針は,2001年度に設

置された厚生労働省。「地域がん診療拠点病院の在り方に関

する検討会Jで討議されj実行に移された.こ こで,時間

をかけて議論された重要な事項は拠点病院の位置づけで

あった。この制度において,都道府県に 1カ所程度の高

度がん専門医療機関にふさわしい拠点を整備するのか,あ
るいは,全国に三百数十力所ある二次医療圏それぞれに 1

カ所程度,標準的がん医療の実践に当たる拠点を整備する

のかという点であつた。前者の案は,すでに昭和44年か

ら活動を始めている任意団体)全国がん (成人病)セ ン

ター協議会加盟施設 (全がん協,現時点で32施設)を強

化する意味合いが込められており,後者の案は,全がん協

とは別に,新たな組織を立ち上げることに通じる。結局,

この検討会では後者の案が選択され,国民がいずれの地に

居住していたとしても代表的ながんにフいては標準的な治

療を受けることができることが目標となった.こ の理念

は,「がん医療の均てん」というキーワ=ドで表現される。

均てんとは,「均籍」とも書かれる.霧は,「 うるおい」を

意味し,医療の均てん化とは,一定水準以上の医療技術が

日本全体で広くあまねく受けられるようになることを目指

すという意味になる_

また,拠点病院は,その地域で最もがんについての診療

レベルの高い病院を指定するのではなくて,がんに関する

情報中心であり,地域の医療連携を円滑に運ぶ役割がむし

ろ重視された.後日,制度の名称で,“連携1という言葉

が強調されているのはこの議論に由来する.

こうして,拠点病院は,三百数十力所の第二次医療圏に

1カ所程度指定され,表 2に示すような役割を果たすこと

とされた。それには,①代表的ながんについて,標準的・

集学的治療やセカンドオビニオンを実践するための診療機

能を有すること,②地域のがん患者が最善の治療や緩和ケ

アを受けられるように,一般病院。かかりつけ医,薬局,

訪問看護ステーションなど医療機関や行政との連携を深め

ること,③地域の医療関係者に対する研修や地域住民に対

する啓発活動を実践すること,④相談支援センターを運営

して患者・家族からの様々な相談に対応すること,⑤国や

.都道府県からがん診療に関わる情報を集め,それを当該医

療圏の医療関係者や住民に提供すること,⑥院内がん登録

を実施し,がんに関する診療情報を集積することすなどの

機能が含まれている。

Ⅲ_がん診療連携拠点病院の現状

2008年 3月 に65施設が新たに指定され,見なし指定と

される国立がんセンタ=2病院を合わせ353施設が拠点病

院としての指定を受けている_同時期に,2008年度以降

の指定要件もより庫しく改訂され,今後の新規指定や指定

の更新には新しい基準が適用されることになった".

その詳細を表 3に まとめてあるが,こ こでは,がん診

療連携拠点病院が整備すべき機能が網羅されている.ま

J.Natl.Inst.PLbliに Health,57(4)32008
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320 がん診療連携拠点病院の現状 と課題

表 2 がん診療連携拠点病院に求められている主な機能 (抜粋)

、①省警ふ皇胞薔籍まと高午蠣「多キ)■獣ζた臨 野ぇ」蓼套盤雉 錨 霞T'せ
たテ刹治率

… 〒
② セカイドオピ子オンの受け入1■が可能なこと

|

③ .入院患者に対する緩和ケアを実施できるチームを設置し,地域で,かかりつけ医との共同で緩和医療の提供体制を構築すること

④ がんに関する病病連携 =病診連携体制の構築と診療支援を実施すること

【研修体制1        - ,
① 地域のかかりつけ医に対する研修をおこなうこと

【情報提供体制】

① がんに関する医療相談体制 (相談支援センター,よろず相談)を整備すること

② がんについての院内登録を実施すること

2008年 3月 1日 厚生労l‐4省健康局長通知 「がん診療連携拠点病院の整備についてJ

表3 都道府県がん診療連携拠点病院と地域がん診療連携拠点病院の指定要件詳細

Jo Natl.Inst.Public He■ lth.57(4):2008

■:ギ1,■事u裁拓診療ヨ勲峰競
`指定について 都道府県に lヵ 所整備する 二次医療圏に lヵ 所整備する。

ただし。当該都道府県におけるがん診療の質向上及びがん
診療の連携協力体制の整備がよリー層図られることが明確
である場合はこの限りではなぃものとする.

集学的治療の
提供体制
標準的治療等
の提供

①

②

我が国に多いがんその他各医療機関が専門とするがんについて,

せた集学的治療および緩和ケアを提供する体制を有する。
各学会の診療ガイトラインに準じる標準的な治療を提供する。

手術.放射線療法及びイヒ学療法を効果的に組み合わ

クリティカル
ノヽス

｀
我が国に多いがんについてぅクリティカルバスを整備すること,

(協議会として)

。
 専諮警還機量境タリユT夕鷲冥受芳螢壺雹雅難f箕著

② 裏象言た多しが ん以鼻のがんについて,地域連携グリ
ティカルバスを整備することが望ましい。

キャンサー
ボード

キャンサーボニトを設置し,定期的に開催すること.

緩和ケアの
提供体制

専任の身体症状の緩和に携わる常勤の医師,専従の緩和ケアに携わる常勤の看護師等を構成員とする緩和ケアチーム
を整備し,組織上明確に位置づけること.

外来において専門的な緩和ケアを提供できな体制を整備すること.

緩和ケアテーム並びに必要に応じて主治医および看護師等が参加する症状緩和に係るカンファレンスを週 1回程度
開催すること。                                    .

①
　
②
③

じ 匠困り見やつい易別に蕨Tl17/ア ームの多祭″`~xげ りτLO百 1/」 f=不 を90なこ,■ ん`思百に対し必景な盾薇疑供そfT

うこと
`

⑤ かかりつけ医の協力・連携を得て,主治医.看護師,緩和ケアチームと共に退院後の居宅における緩和ケアに関する
療養上必要な説明,指導を行うこと_

⑥ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど。地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携
協力体制を整備すること.

緩和ケア
チーム

① 専任の身体症状の専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。原則,常動とする。また。専従であ
ることが望ましい。
精神症状の緩和に係る専門的な知識及び技能を有する医師を ること. 専任,常動であることが望ましい.

専従の専門的な知識及び技能を有する ること.

チームに協力する薬剤師及 1れ 入以上配置することが望ましい.

②
③
④

放射線療法
ましい。

言響i繕曇[:ξ:書菫:塁菫iる[言

'曇

「 雲らを合齢券妻希喜曇碁1入以上配置すること。

① 専任の専門的な知識及び技能を有する医師■1人以上配置すること.原則,常勤とする。また,専従であることが望

②
③
④

放射線療法部門を設置し,当該部門の長として,専任の放
射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医
師を配置すること. ′

[■
「

 11:´地域″ん診療連携拠点病院
‐
「

化学療法 ① 専任の専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること. 原則。常勤とする。また,専従であることが望
ましい.

② 専任の専目的な知識及び技能を有する
③ 外来

`ヒ

学療法室に,専任の専門的な知
④ 外来化学療法室を設置すること.

置すること:
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イヒ学療法 化学療法部門を設置し,当該部門の長として.専任の化学
療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常動の医師を

配置すること.

その他 `診療
従事者

専従の病理診断に携わる医師を 1人以上配置すること.原則として常勤.

細胞診断に係る業務に携わる者を 1人以上配置することが望ましい.

病病連携・病
診連携の協力
体制

① 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入を行うこと.また,がん患者の状態に応じ,地域の医療機関へがん患

②
　
③
④

⑤

嘉塁鰺奮隻信呂二鬱薪に関する依頼.手術.放射線療法又は化学療法に関する相談など
,

互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備すること.

記穫塁境多リダタ垢3)項を讐驚手警

`讐

Fl農告奮曇穣醤曇種禽勇缶 必要に応じて
,

する共同の診療計画の作成等を行うこと.

我が国に多いがんについて,セカントオピニオンを提示する体制を有すること.

地域の医療機関の医師と相

退院時に当該がん息者に関

・地域がん診療連携拠点病院等に対し,情報提供,症例相
談及び診療支援を行うこと.

・(協議会として)がんの種類ごとに。当該都道府県 :ごおい

てセカントオピニオンを提示する体制を有するがん診療
連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成・共有し,広
報すること.

研修の実施
体制

① 原則として.別途定めるプログラムに準拠した当該2次医療日においてがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケア

に関する研1彦 を毎年定期的に実施すること
② ①のほか。原則として,当該2次医療圏においてがん医療に携わる医師等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関

する研修を実施すること.

③ 診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカンファレンスを毎年定期的に開催すること.

当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び

技能を有する医師 ‐菓剤師 ‐看護師等を対象とした研修を
実施すること.

相談支援
センター

①
②
③
④

相談支援を行う機能を有する部門を設置し,相談支援センターの業務を行うこと.

国立がんセンターがん対策情報センターによる研修を修了した専従及び専任の職員を 1人以上配置すること.

院内外のがん患者.家民 地域住民.医療機関等からの相談に対応する体市Iを 整備すること_

相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと_

院内がん登録 ①
②
③
④

標準登録様式に基づく院内がん登録を実施すること.

がん対策情報センターによる研修を受講した専任の院内がん登録実務者を 1人以上配置すること.

毎年,院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに1青報提供すること.

院内がん登録を活用し, 当該都道府県の地域がん登録事業に積極的に協力すること_

■し' l■:都道府県力1ん診療連携拠点庫院■|● IFl 1地域が″診療連摯拠点病院itモ :「一■
一
■

一

都道府県がん
診療連携協議
会の設置

協議会を設置し,次に掲げる事項を行うこと.

① 当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相
談支援の提供体制その他のがん医療に関する情報交換
を行うこと。      '

② 当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析,評価
等を行うこと.

③ がんの種類ごとに,当該都道府県においてセカンドオピ
ニオンを提示する体制を有するがん診療連携拠点病院を
含む医療機関の一覧を作成・共有し,広報すること.

④ 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院への診療
支援を行う医師の派遣に係る調整を行うこと.

⑤ 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成して
いる地域連携クリティカルバスの一覧を作成・共有する
こと.また。我が国に多いがん以外のがんについて,地
域連携クリティカルバスを整備することが望ましい.

⑥ 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が実施す
るがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関す
る研修その他各種研修に関する計画を作成すること。

た。2008年度からは,毎年10月 末までに指定要件の新基

準に沿った詳細な現況報告書を提出することが義務づけら

れ,2009年 度末以降は,院内がん登録のデータ提出も求

められ,各拠点病院の活動状況について客観的な評価を下

す準備が進められている。

一方で,拠点病院の機能のすべてが,期待通りにまた実

質的に稼働しているかと問われれば否と回答する施設が多

いであろう.拠点病院での診療に必要ながん医療の専門

医,看護師,技師などは慢性的に不足しており,機能を維

山口建:堀内智子

J.Nati.1■ st.Public Heュ ith,57(4)12008

持するための補助金などの額も決して十分ではなく,相談

支援センター相談員や緩和ケア研修など,国や学会で担当

者を育成する試みも必ずしも順調に進んではいない.しか

し。全国に353の拠点病院が出現し,それぞれが定められ

た方向に向かって施設整備に力を尽くしており,その将来

は大いに期待できる.特に,相談支援センターがすべての

施設に整備され,地域の住民が電話などで容易に情報を得

ることが可能となったことは新しい情報収集のツニルとし

て大きな意義がある_まだ,その存在が十分に周知されて

321
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いるとは言い難いが,少々,時間がかかつてもその成果を

見守ることが大切である.社会にとって大切なことは,地
域の行政,住民,医療機関が,拠点病院を育てていくとい

う意識を持つことである。がん医療にかかわらず。 ここ当

面の地域の医療体制は,住民,行政力S力 を合わせて育てな

けれ ,工 崩壊への道を歩むことになる。  . ,

IV。 がん診療連携 拠点病院制度 の課題

拠点病院の制度が実行に移されてからすでに7年あま

リカ
'経

過し,数の上では,全国の第二次医療圏数に匹敵す

る医療機関がすでに指定を受けた.求められている機能に

応じた補助金などの金額は十分とはいえない力
',補助金額

と診療報酬上のメリットも改善されつつある。こうした中

で,拠点病院の現状と将来に関するいくつかの課題が多く

の関係者によって指摘されている (表 4).そ こで, これ

らの課題をできるだけ客観的に記述した上で,その解決に

つながるいくつかの試みや私見を述べてみたい。

表4 がん診療連携拠点病院制度の課題

① 都道府県.二次医療圏での設置方針は妥当か ?

② 指定要件のうちで専門職の配置を満たすことが容易ではない

③ 拠点病院への補助金.診療報酬上の優遇が不十分

④ 院内がん登録の項目,手間      ,
⑤ 地域医療連携クリティカルバスの意味するところが不明確

⑥ 緩和ケアについての地域研修実践が容易ではない

⑦ 相談支援センターの運営が容易ではない

がん診療連携拠点病院の現状と課題

国有数の高度ながん医療を実践できる場合などである。一

方で,人口がさほど多くはなく,複数指定を求める論拠が

明確でない場合には,1カ所という原則を崩してはいない。

「二次医療圏に原則 1カ所。拠点病院間で診療レベルに

格差」という問題は,拠点病院制度の基本理念に関わる課

題である.そもそも二次医療圏が現代医療の実践あるいは

さまざまな種類の疾病への対応において,適切かという疑

義があり,医療圏を構成する地域,人口についても極端な

差が生じている.具体的な指定に当たっても,人口十万人

にも満たない医療圏では「 現在の指定要件を満たす医療機

関は少数てあり,検討会では,適切な医療機関がない場合

には,空自の医療圏が生じることを容認し,他の医療圏の
'拠

点病院でその医療圏をカバーすることを推奨してきた.

T方で,全国の都道府県の中心都市には,指定要件を満た

す医療機関が集まっていることが多く,一医療圏から数件

の施設が推薦されることもあうた:これを認めると,向=
都道府県内で地域格差が生じ,本来の「均てんJと いう基

本理念を曲げる事態が生じるため,空白医療日のカバーな

どの理由を除けば検討会では複数指定には消極的に対応し

てきた。しかし,2008年 度からは,都道府県の計画の妥

当社に基づき,一医療圏rの複撃指定についてはより弾力

的に対応することになつている。しかし,一方では,国と
都道府県からの補37t金の額にも限りがあり,機能について

の '選択と集中"力
'失

われてしまう可能性などを考える

と,むやみに複数指定を進めるわけにもいかない.これら

を解決する可つの方法として,厚生労働省が指定する病院

とは別に,都道府県が独自にがんの拠点病院を指定し,補
助金を出す制度の導入を始めている。例えに 静岡県で1_都道府県拠点や二次医療圏での設置方針の妥当'鵬

都道府県拠点や地域拠点の指定に当たっては,①都道府  は,8カ所の二次医療圏に対し,県拠点と地域拠点を合わ
県の意向をまとめ,②厚生労働省がん対策推進室に,設置  せて10施設を厚生労働省指定の拠点病院とし,拠点病院
方針や指定要件を満たしているか相談し,③その内容を踏  と同じ機能を持つ8つの病院を「がん対策推進病院」に
まえて知事が推薦し,④厚生労働省「がん診療連携拠点病  指定し,さ らに,拠点病院や推進病院の指定が困難な小規

____二__院の指定に関車る険鰤 点病院とし●叫勧意が葛阜_=模な二次医療圏にお颯 まヽ,_診療を他圏域の錬 病院モガ十一 一二――
を審議し,⑤その結果を基に最終的に厚生労働大臣が指定  バーレながら,相談支援センターを地域の病院に設置し,

する。というステップを踏む。こうして全国の拠点病院が1  県独自の補助金を提供することとした。こぅして,相談支
指定されてきたが,その過程で,あ るいは現状においても  援センターは全県す、ての医療圏で,また,診療について
疑義が呈されているのが設置方針を巡つての議論である。  も大多数の診療圏で,拠点病院と推進病院が活動する体制

具体的には,「地域拠点のとりまとめ役である都道府県  が固められている.   =         |
拠点にニカ所を指定したい」,「なぜ,二次医療由に拠点病 診療機能については,がんの専門医からは,三次医療圏
院を1カ 所程度という制約があるのか?レベルの高い病  ,す、てに手術や放射線治療専門医などを配置することは
院力f複数あればそれをすべて指定すれば良いではない  医療の質や効率性から考えて姜当ではないといぅ疑間が呈
か ?」 ,「同じ都道府県内で,医療レベルの異なる病院が指   されることダある.むしろ,都導府県内の少数の拠点病院
定されている。とくに,異なる二次医療圏に存在している  に手術や放射線治療の専門医を集中させ,患者を移動させ
という理由で,診療レベルの劣る病院がよリレベルの高い  た方がより良いが

～
医療を提供できるという主張である。

病院を押さえて指定されているJなどの疑間である。     筆者も,治癒を目指す治療のうち
`手

術手技が難しいがん
これぅの疑間に対すo検討会での議論を集約すると,都   や専門医の少なレ

)放射線治療領域では地域事情に応じて少
道府県拠点の複数指定については,例外的に 3都県が指  数の拠点病院

1こ
集中することが妥当と考えるが,抗がん剤

定されている。複数を指定することによって,その地域の  治療や緩和医療についでは,患者の移動あ困難さゃ家族と
がん対策が強力

1こ
推進されるという論拠が明確な場合,あ   のふれ合いなどを重視して,'4、規模な二次医療日すべでに

るいはハロが極めて多く,推薦されている医療機関も我が  機能を均てんすることが必要だと考えている。

Jo Nati.Inst.Public Health,57(1):2008
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2.専門職の配置

2008年度から適用される新しい指定要件では.表 3に

示すように,緩和ケアに従事する医師・看護師・薬剤師・

心のケア担当者,放射線治療医・技師・ 化学療法に従警す

る医師・ 看護師・薬剤師=病理診断に従事する医師・技

師,相談支援センター担当者,院内がん登録担当者などに

ついて,専従・専任,常勤・非常勤,研修終了者などの条

件を設定し,配置するように求めている。

指定要件を定める検討会においても,中小規模の二本医

療圏の拠点病院で専門職を配置することの困難さを訴える

声が強く,特に,緩和ケア,放射線治療,病理診断に関わ

る医師についての規程は慎重に検討された。その結果,専

従・専任の区別を明確にし,“原則として"などの文言を

加えることで,絶対的な常勤を求めないことなどの配慮が

成された。 これらの定義については,2008年 3月 の厚生

労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院の整備につい

て」に添付された「定義の抜粋Jを参考にすると良い°
.

また,研修終了者が条件になっている職員配置について

も,国立がんセンターや関連学会の受け入れが十分ではな

く,望んでも研修終了の資格が得られない可能性が指摘さ

れており,今後,配慮が必要と考えられている.

3.拠点病院への補助金と診療報酬

拠点病院に求められている多様な機能を考えると,現状

の補助金額が少なすぎるという多くの指摘がある.金額

は,毎年:増額されてぃるものの,そのかなりの部分が相

談支援センターや院内がん登録担当者の人件費に当てられ

るという現状は今後改善の余地がある。また,注意してお

かねばな らないことは,国は,都道府県の補助金と同額ま

でしか補助できないという点である。平成20年度の最高

額は,都道府県拠点で都道府県と国を併せ2、000万円,地
域拠点で 1=300万円であるが,都道府県の中で補助金を満

額出せていないところがあり]例えば地域拠点で県の補助

金が300万 円に留まれば,総額は600万円となり,人件費

にも満たなくなってしまう。現状,こ のような補助金て運

営されている都道府県,地域拠点が全国にはかなりあるも

のと考えられる.

拠点病院は,診療報酬上も優遇されている。それは,が
ん診療連携拠点病院加算で2008年度には 1回400点に倍増

された。 しかし, この加算は,他院で悪性腫瘍と確実に診

断され紹介された患者が拠点病院に入院した初日に加算さ

れるもので,悪性腫瘍の疑いとして紹介された患者には適

用されない。従つて,対象となる患者数は少なく.年間,

一万人以上の新入院がん患者を受け入れている静岡がんセ

ンターでも年間の加算額は増額後でも一千万円程度にしか

ならない。がん診療の現状に合わないこの点の改善を求め

る拠点病院関係者の声は大変多い.

一方で,拠点病院に特化 した診療報酬ではないが,

2008年度よりがん関係の診療報酬は様々な分野で新規加

算や増額項目が増えている。外来化学療法,外来放射線治

堀内智子

療:無菌製剤処理,疼痛緩和指導.緩和ケア, リンパ浮腫

指導などがそのrllで ある。

4.院内がん登録について

院内がん登録は拠点病院に科せられた重要な使命であ

る。全国三百数十力所の院内がん登録が整備され,データ

をまとめることができれ:工 我が国におけるがん診療の実

態,医療の質の向上に重要な役割を果たす。 このような観

点で,院内がん登録の具体的な方法などが国立がんセン

ターから提示され,2007年の症例についてのデータ提供

が2009年 3月 を目処に求められており,各拠点病院では

その対応を進めている.

拠点病院を始め,医療機関では様々な登録業務がある_

自院の轟者登録に始まり,院内がん登録,臨床医によぅ学

会関連の疾病登録・ 医事会計のための情報収集などであ

る。電子カルテがあれば,データベースを一本化して,容
易にデータ取りができると思っていたが,実際にはそうう

まくはいかず,ほ とんど,すべてを手作業で行う事態と

なっている。従って,職員にかかる負荷は大きい。そのよ

うな事情もあり,院内がん登録については,凛目が臨床医

向きではないという批判がある。今回の登録事業が我が国

のがん診療の実態把握という側面を持っているので,内容

が疫学的になることには抵抗は少ないが,上記のような

様々な登録事業との役割分担を明確にし,共有できるもの

は共有して効率化を図る努力は今後も必要であろう.

5.地域医療連携クリティカルバスについて

拠点病院の医療現場で混乱を招いているのが地域医療連

携クリティカルバスの整備である.ク リティカルバスは,

病院内で厳密に診療内容とスケジュールを規定する概念で

あり,退院後あるいは再発・転移の治療を受ける在宅医療

にこの概念を適用しようとしたところに問題があった。が
| ん医療の専門医で,病院内で使用されているクリティカル

バス的スケジュニル表を在宅の患者に適用することに賛成

するものはほとんどいない。そこで,厚生労働省では,が
んに関する地域医療連携クリティカルバスのイメージの検

討を始めている。その影響もあって,拠点病院の要件にお

いては,「各拠点が,胃がん,大腸がん,肝臓がん。肺が

ん。乳がんの五大がんについて,平成24年度まで整備す

る」 とかなり先送 りが図られている。一方で,2008年 度

の日本癌治療学会で 「がん診療連携拠点病院と地域ネット

ワーク」というテーマのパネルディスカッションが開かれ

るなど,臨床医の関心は高まりつつある。

そういう状況下で,地域医療連携クリティカルバスを推

進するには次の4点セットが必要とのコンセンサスが得
られつつある,それは,①医療機関の役割分担表で,厚生
労働省が地域医療における医療連携の整備を進めているな

かのがん医療緑供体制に相当するもの,②実際のクリティ

カルバスに相当する共同診療計画表,③がん患者が携帯す
る私のカルテ,④がんについての医療連携体制を地域の患

Jo Nati.Inst,Public Health,57(4):2008
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者・家族に広報するためのポスター類,の四点である。

このうち①は,国が都道府県に対し,2008年度に実施

される医療制度改革の一環として,保健医療計画の見直し

を指示しているもので。厚生労働省の定めた4疾病 5事

業 (がん,脳卒中,急性′心筋梗塞,糖尿病,救急医療,災
害時医療,へき地医療,周産期医療,小児医療)について

二次医療圏域における医療連携体制の構築を整備するもの

で',すでに国には報告がなされ,都道府県がWEB上で

情報公開している.

②については,厚生労働省の研究班を始め,全国の拠点

病院がモデルの作成を始めている.しかし,その多くが,

ある疾患のある状況についてのもので,各拠点病院が応用

し,日標とする五大がんで整備することはすぐには困難で

あろうと思われる。当面は,①の精度を向上させることが

課題であろう。        ‐

③についても,一部の拠点病院や国立がんセンターなど

で検討が進められており,「患者必携」のような冊子をこ

れに当てるという案もあるようだ。この場合の課題は,誰
が記載するかという点である.医師が一人一人の患者の

“私のカルテ"を記載するには時間がなく,よ ほど簡単な

ものにせねばならないし,仮に,患者。家族が記載するの

であれ[二 正確性をどのように担保するかが課題となる。

④については,構築された医療連携の広報なので大きな

問題はない。

このように地域医療連携については,ッニルの開発以前
に,地域でどのようなシステムを構築するかが重要な課題

となっている。その内容によってはじ様々なツールのあり

方が大きく変わることが予想されるからである.強力な連

がん診療連携拠点病院の現状と課題

Jo Nad:In壼
`Public Health,57(4)12008

むしろ,国民,患者,家族が求めている連携は「がん難民

をなくす」ための在宅緩和ケアの要素が強いように思われ

るからである。この場面では,多くの職種が関与した医療

連携が必須のものとなる。   (

6.緩和ケアの地域研修

緩和ケアに関しては,拠点病院は少なくとも緩和ケア

チ■ムを設置し,単に自院の入院患者のみならず,外来患

者に対しても緩和ケアを提供する体制整備が求められてぃ

る.その下環として,拠点病院は,がん対策推進基本計画

で謳われている緩和ケアを地域で実践できる医療者を増や

すための研修を担い,少なくとも年に1回,二 日以上に

わたる研修会を実施することとされている°.こ の研修会
については1緩和医療学会などで指導的立場にある者か,

あるいはその研修を受けたものなどが企画立案に関与する

など,かなり厳しい条件が付与されている。また。地域の

かかりつけ医が二日間の講習すべてに出席できるかという

問題もあり,その実現は容易ではなきそうである.実際,

2008年度に基準にあった研修を実施できる拠点病院は少

なく,と りあえずは,都道府県で研修会を実施するという
動きが多いよう|1思われる。 ・.       . :
拠点病院関係者については,こ のような形での講習が進

められるが,地域のかかりつけ医に緩和ケアの知識,技術

を普及させることができるかという点については,今後の
大きな課題と思われる.

7_相談支援センターの運営

拠点病院の制度が開始されて以来,拠点病院の最も重要
携と弱い連携では,ク リテイカルバスの内容や範囲,計画  な役割は,①拠点病院にもさわしい診療体制,②緩和ケア
表の内容なども大きな影響を受ける。私見だ力ヽ 最終的な  の実践:③相談

=援
センタTの運営J④院内がん登録の実

目標は,.図 1に 示 したような地域の多職種チーム医療の  施,の山点 と考え られていた。 このように相談支援セ ン

概念をまず導入し,それに沿った形のクリティカルバスの
' 

ターは拠点病院事業の重要な柱であった.初期には,‐ 医療
構築を行 うことが望 ましいと童える二拠点病院ミかか _摯12__二福l■摯 主主体と した医療相談とがん診療を中心にお十 二 一一~
け医のクリティカルパスは治療中′きのものになりがちでメ:  いたがんの相談支援センターとのギャップに多くの拠点病

印:鍾

聯雛 動雉 籐鶉停
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院の関係者がと迷いを見せていたのも事実である。静岡が

んセンターは.2002年からがんよろず相談を運営し,年
間の相談件数は 1万 2千件に達し,各種ツール類の整備

も進んでいたため,拠点病院の相談支援センターのモデル

と位置づけられてきた。そこで,従来培つたノウハウを,

厚生労働省の「力Sんの社会学に関する合同研究班」などを

通じて全国に発信している.具体的には,①2∞4年にま
とめられた「がん体験者の悩みや負担などに関する実態調

査報告書概要版」に基づき9,がん患者の悩みや負担の分

類法を
°1静岡分類"と して確立し6.7p,個 々の比較を可能

とした,②相談支援センターの担当者が用いる運営マニュ

アルを作成し,全国の相談支援センタすに提供した
め,③

相談支援センターに整備する各種バンフレット, ビデオ

類,約百種類をまとゆ=全国の拠点病院に配布した",④
相談支援センターの担当者に対し,実際の相談をロールプ

レイやグループで学ぶワークショップを開催した
い,な ど

の活動を行ってきた。その後,国立がんセンターでの相談

担当者研修なども開催され,相談支援センターの活動は各

拠点病院で軌道に乗りつつあると考えられる.

今後の課題としては,少数の担当者で相談対応の質をど

う確保していくか,また,拠点病院が組織として相談支援

センターをサポー トする体制を構築できるかなどにかかっ

ているものと思われる。

V。 かか りつ け医の視点か ら見た拠点病院機能

がん診療連携拠点病院の重要な役割は,がんに関する地

域医療連携を固々の二次医療圏で構築することであり,上
述したように地域医療連携クリティカルバスの作成などが

手段として考えられている。しかし,地域によっては関係

者の温度差があり,その推進は決して容易ではない。そこ

で,まず地域でがんを発見する機会が最も多いかかりつけ

医から見た拠点病院の活用方法を確認しておく必要力
'あ

る

(表 5).   ■

表5 かかりつけ医の視点から見たがん診療連携拠点病院の機能 ,

① がんの疑いがある患者を診療する場合

② 患者がセカンドオビニオンを求めるとき

③ 患者が医療情報を求めるとき    ‐

④ 患者が医療相談を求めるとき

⑤ 治療後の患者に対するケア

⑥ 緩和医療が必要な患者のケア

⑦ 研修

1.がんの疑いがある患者を診療する場合

家庭医ががんを意識しながら担当患者を診療するのは,

①がんの可能性がある症状や症候が認められる,②がん検

診で精密検査が必要とされた。③がんの罹患リスクが高

い,④患者ががんを心配している,な どの場合である.

2008年度から実施される保健医療計画では,がん診療

連携拠点病院は,大暴付属病院や総合病院などとともに,
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がんに関する集学的治療を実施する病院に仕分けられてい

る.集学的治療とは,病期が進んでいるがん,まれながん

などに対 し,様々な分野の医師が`協働して治療に当た

り,よ り良い治療成績を目指すチニム診療を指す .

こういう枠内でのかかりつけ医の役割は,担当する患者

の精密検査や確定診断を急ぎ,あるいは,患者の病状と意

向に応じて,検査の段階からがん拠点病院を含む地球の適

切な病院を紹介することである.

2.患者がセカンドオピニオンを求めるとき

がんの分野では,告知,イ ンフォーム ドコンセント,セ

カンドオピニオンなどに代表される患者参加型医療が急速

に発展している.こ のうち,セカンドオビニオンを正しく

実施できる医療機関の数は限られている.がんという病気

は,一うひとつが全く別の病気と言って良い。胃がんと肺

がんは,全 く別な病気として診療されるように,臓器別に

診療科を数えると20や 30科にも達する。

セカンドオビニオンは,ある病気の診療方針を巡る担当

医の意見 (フ ァース トオビニオン)について,他の専門医

の意見を開く行為であるが,適切に実施するためには,対

象となる臓器のがんについて,同等以上の力量を持つ専門

医が担当する必要がある:これは拠点病院が最も力を発揮

する点である.

ただ,拠点病院の専Fl医 も大変忙しい。そこで,対象と

なるがんのセカンドオピニオンの受け入れについて,手続

き,予約,必要な資料,費用などを確認すると良い。各病

院の医事課が初診としてセカンドオビニオンを受け入れて

いる場合が多いが1がん拠点病院に整備されている相談支

援センターもその役割を担っている.

3.患者が医療情報を求めるとき

がんに関する医療情報は,各種のメディアやインター

ネットで,医師向け,患者。家族向けの多くの情報が提供
されている。しかし,がん患者には,高齢者が多く,イ ン

ターネットを使えるのは 1/4程度ではないかと思われ

る.拠点病院の相談支援センターでは,訪れた患者 。家族

あるいは電話などでアクセスしてきた患者 。家族を対象と

して,イ ンターネットで収集した情報などを提供してい

る。また:相談支援センターでは,患者向けに作成した冊

子を配布したり。個々のがんの診療ガイ トラインを収集し

ていることが多い。自分自身の診療情報ではなく,二般的

ながんの医療情報を希望する患者に対しては,かかりつけ

医自らが相談に乗るか,あ るいは,拠点病院の相談支援セ

ンターを紹介するのが適切な方法である.

4.患者力ゞ医療相談を求めるとき

拠点病院の相談支援センターの最も重要な機能ががん患

者の医療相談であり,それが運営されていることが,厚生

労働省による拠点病院指定の重要な要件となっている。こ
こでは,拠点病院が診療にあたっている患者のみならず,

J.Nati.Insto Public Health,57(4)32008
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地域のがん患者の医療相談に応じることが責務とされてい

る。全国の拠点病院の相談支援センタニ窓日は,国立がん

センターのホームページ上で,連絡方法,サービス内容な

どを含め公開されている
'.

がん患者は,自 らの診療に関わることはもちろんのこ

と,心のケア,経済的な問題,家族の問題など,様々な悩

みゃ負担を抱える存在である_家庭医は,こ ういう困難を

抱えている患者に対し,地域の様々な医療福祉サービス部

門などを紹介するとともに,よ りよい対応を求め,拠点病

院の相談支援センターに積極的に紹介する事が望ましい.

電話などで話を聞いてもらい。患者の気持ちがそれだけで

も落ち着くことがある。              
・

.  5.治 療後の患者に対するケア

拠点病院や一般の病院で治療を終えたがん患者は,かか

りつけ医のもとに戻り。元々の持病の治療を行いながら,

がん治療後のフォ白―アップを病院との連携のもとで続け

ることになる。最近は,がん治療に伴う入院期間もかなり

短縮された。この結果,初期治療であっても,治療後のケ

アの多くの部分が外来で実施されることになる:また,近
年,術後の補助化学療法やがんの再発・転移に対する抗が

ん剤治療が外来で実施されるようになり:治療そのものは
: 病院で行われても,帰宅後,その副作用について家庭医が

対応せねばならない状況も数多く見られる。かかりつけ医

として困難を覚えた場合には,治療を実施している病院と

,   の連絡が第一だが,必要な場合,拠点病院の医療連携部門
や相談支援センターとの連携が役立つことがある|

.  6=緩 和医療が必要な患者のケア

地域で,在宅緩和ケアを実施できる医師は,全国的に見

.て も数少なぃ,蕉宅療養支援診療所も登録はされている

が,実質的な活動を行つている診療所はそれほど多くはな

ステ,シ ョンや介護・福祉サすビスと連携し,在宅緩和ケ
アを支えていることが多ぃ_拠点病院では,緩和ケア病棟
がなくても,緩和ケアを実施できるチニムを病院内に整備
することが義務づけられている。現状では,診療報酬上の
メリットがない緩和ケァチームも多く,積極的な活動はこ
れからだと思われるが, いずれは, これらのチームと在宅
緩和ケアを行うかかりつけ医との間で地域医療連携が進ん
でいくであろう.

7.研修

拠暮病院は,かなりつけ医を対象とするがんに関する
様 な々研修を行う|と |されている1特に,力1ん対策基本
法,がん対策推進基本計戸によっで,今後,5年間で,地
域で診療に従事しているかかりつけ医に緩和医療について
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の知識を提供することが重要な課題とされている.こ のた

め,拠点病院は積極的に緩和ケアに関する講習会を実践す

ることになっている。

VI: 縦口bり に

がん診療連携拠点病院について,基本理念,成立の過

程,現状と課題を述べた。また。がんの地域医療連携の核

となるかかりつけ医の視点で,拠点病院をどう利用するか

という点を中心に概要を述べた。拠点病院の抱える様々な

課題の解決には,国,都道府県,拠点病院の努力ととも

に,地域の住民や医療機関がそれを育てるという視点が大
切である。

謝辞            ―

本論文は.二部.厚生労働科学研究費補助金.がん臨床

研究事業 (H19‐ がん臨床 ―'一般 =005),第 3次対がん

総合戦略研究事業 (H19.3次がん■一般 ‐032),がん研

究助成金 (19指 -3),及 び財団法人正力厚生会助成事業

の補助によるものである。 .

文献                ‐

1)国立がんセンタ
=が

ん情報サービス,「病院を探すJ,

「がん診療連携拠点病院」http111輌OhO.■ Cc.g可ノ
pub/hos■ mfo/hospita101/ind馘 .hml ′

2)2008年 3月 1日付け,厚生労働省健康局長通知。「が

ん診療連携拠点病院の整備についてJ

3)2007年 7月 20日 付け,厚生労働省医政局指導課長通

知,「疾病・事業別の医療体制構築の指針」

4)2008年 4月 1日 付け,厚生労働省健康局長通知.「が

ん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催

指針について」

5)山口建,他,がれ体験者の悩みや負担などに関する

声,静向県立静岡が
～
センタ■編,2001.   '

6)静岡県立静岡がんセンターホームベージ,IvEB版が
んよぅず相談,静岡分類から探す。http://Canceれ a.

scchjpたはtphP

7)Yama.・ uchi K,ёt al.cancer paieitζ 'distresset and

inquiries.proposal offour ievel dlassincation bised

・ 01 COnsultation se市 i9e and lu,slonnaire survey.

Cancer sci_98:612-61`,2007.          ,
8)静岡県立静.岡がんセンタ▼編,´ がんよろず相談―担

当者マニュアル・資料集2001,静両県立静岡がんセ

326

―一一二

…

て
・

現実に|ま_一般のかか_り●lj医が_訪問看顎=―
―

螂 嘲 告書概要い 性 向き合彙 885Aの一一―=― ――T

ンター発行,2008.

9)国立がんセンター.がん対策情報センター,全国の
相談支援センター_覧 httpプ′ま可Oho.ncc.gojP/pub/

hosp_info/centenhunl

-11‐


